


標記コンクールにつきまして、福島会より１作品が入賞いたしました。

～おめでとうございます！～

日本土地家屋調査士会連合会　第37回写真コンクール受賞作品

自由部門　銅賞 「お手本見せてあげるね！」
渡辺　聡子（調査士会事務局）
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会員の皆様には、常日頃から本会の会務運営に対しご理解とご協力を頂いておりますことに深く感謝申

し上げます。

新型コロナウイルス感染症の蔓延から３年目となり、感染者の増減を繰り返す中、未だ終息の兆しがみ

えない現状です。会員の皆様のご理解とご協力により、研修会や総会等の開催方法をハイブリット方式に

するなど、工夫しながら会務運営に務めて参りましたが、各部においても事業計画通りに事業を執行する

事が困難なケースが多々あり、執行率も通常時と比較して低水準で推移しております。

このような状況ですので、令和３年度の「決算報告書」だけを見れば健全財政と映りますが決してそう

ではありません。実際は厳しい財政状況であり、その最大の要因は会員数の減少にあります。

平成22年には300名在籍した会員が、令和４年現在、250名程に減少しております。その間、会費は年間

15万円のままのため、この10年余りで単純に750万円の減収となっております。

また、会員の年齢構成は65歳以上が47％をしめており、今後会員減少はますます加速すると思われま

す。

更に近年の自然災害に備えるべく、保険や会館修繕積立金の確保等さまざまな要因がございます。

会員の皆様には、丁寧にご説明をしながら、賛同が得られれば令和５年度の総会に上程しまして、令和

６年度から会費の値上げを実施したいと考えております。

詳しい説明は今後、財務部より行って参りますので何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。

次に、先に通知致しました、「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」につき

ましては７月７日、福島地方法務局と協議を行っており、後日、本指針に関しての研修会を予定しており

ます。

また、今年度より運営が開始される「筆界特定制度研究委員会」の第１回運営委員会が去る６月17日開

催され、運営委員の任命、委嘱状授与及び委員長、副委員長の決定により、本格的に始動いたしました。

「筆界特定の手続きについて代理すること」は、土地家屋調査士の業務のひとつであります。

土地家屋調査士全員が申請業務を受託できるよう積極的に研修会に参加され、スキルアップを目指して

いただきたいと思います。

結びに、記録的な暑さが続いておりますが、会員の皆様には今後とも新型コロナウイルス感染症対策に

留意しつつ、熱中症など体調管理には十分お気をつけいただき、業務に精励されますようお願い申し上げ

まして挨拶と致します。

会 長 あ い さ つ

会　　長　小野寺　正　教
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　福島県土地家屋調査士会、そして会員の皆様には、平素から表示に関する登記、筆界特定制度及び表題
部所有者不明土地の解消作業などをはじめとして、当局の所掌する法務行政全般に関しまして、格別の御
理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　また、法務局の新型コロナウイルス感染症対策に関しましても御理解と御協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。
　さて、今年は、昭和26年の観測開始以来、最も早く６月中に梅雨明けしたとみられるとのことですが、梅雨
明け後、暑い日が続いたかと思えば、大気の状態が不安定となり、局地的に豪雨に見舞われるなどの不順な天
候に加え、新型コロナウイルス感染症にあっては、オミクロン株のＢＡ．５系統への置き換わりにより感染が再
び拡大しております。このような状況の中ではありますが、県民の皆様の心に寄り添いながら、法務局の業務を
進めてまいりたいと考えておりますので、今後も御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　せっかくの機会ですので、当局における重要課題について触れさせていただきたいと思います。
　本年５月27日に開催された「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において、「所有者
不明土地等対策の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」といいます。）が決定され、本年６月７日に
閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」（骨太方針2022）では、基本方針に基づく所有者
不明土地対策及び登記所備付地図の整備の促進が明記されました。
　所有者不明土地対策については、その「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的かつ本格的な対策
を定めた「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法
律」が、令和３年４月21日成立し、同月28日に公布されました。「利用の円滑化」の面における所有者不明土地
の管理に特化した所有者不明土地管理制度については令和５年４月１日施行、「発生予防」の面において、相続
等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度
は同月27日施行、これまで任意とされていた相続登記についての義務化は令和６年４月１日施行となることから、
当局においても、これらの制度について広報活動を開始したところです。
　登記所備付地図の整備の促進としての震災復興型地図作成作業については、いわき市において２年目作
業及び１年目作業を実施しており、従来型地図作成作業については、福島市において２年目作業を、会津
若松市において１年目作業を実施しており、いずれも順調に進捗しております。
　次に、表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについてですが、法務省民事局において、本年４月
14日付けで「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針」が定められたことに伴い、現在、
貴会と協議し、「福島地方法務局土地建物実地調査要領」の改正を行っているところ、今秋にはお示しする予
定です。会員の皆様におかれましては、同要領の円滑な運用につきましてよろしくお願いいたします。
　当局といたしましては、社会経済情勢の大きな変化の中で生ずる新たな行政需要に的確に対応し、国民
の皆様の期待に応えることができるよう、引き続き努力して参ります。
　終わりに、貴会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝を心からお祈りいたしまして、御挨拶とさせ
ていただきます。

ご あ い さ つ

福島地方法務局長　小笠原　　　修
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常日頃、会員の皆様には本政治連盟の活動にご理解とご支援を頂いて
おりますことに感謝申し上げます。
さて、第26回参議院議員選挙は７月10日㈰に投開票され、投票率は
53.40%（男53.59％、女53.22%）で前回の令和元年の52.41％を0.99ポイ
ント上回ったようです。
そして、福島選挙区の結果は自民党公認の新人星北斗氏が公明党の推薦を得て41万9701票を獲得し初当
選を果たし、自民党は平成28年に失った議席を奪還しました。
一方で、本政治連盟が自民党の友好団体として支援してきた岩城光英
氏は返り咲きを目指して比例代表から立候補しましたが落選という残
念な結果になりました。
現在、全調政連は日調連と連動して、令和２年に施行された土地家屋
調査士法第１条（使命）に「筆界を明らかにする業務の専門家」と明文
化されましたが、法３条（業務）及び法施行規則第29条（調査士法人の
業務の範囲）のいずれにも明記されなかったことから法改正に取り組ん
でいるところです。
この法３条及び法施行規則第29条に「筆界を明らかにする業務の専門
家」と明記されて初めて公に土地家屋調査士の業務と言えると思います。
このためには、多くの国会議員の方々の土地家屋調査士制度に対するご理解とご支援が欠かせません。
今回の結果は大変残念な思いがあります。
ところで、今年の秋には県知事の任期満了により、10月13日告示、30日投票で県知事選が行われます。
現職の内堀雅雄氏は６月21日開催された６月定例県議会冒頭の所信表
明で三選に向けて立候補の意思を表明されております。
この知事選に於いても、会員皆様には期日前投票等を積極的に活用して
投票率の向上への協力を呼び掛けて頂きたくお願い申し上げます。
今後とも、本政治連盟は土地家屋調査士制度にご理解を頂いている国
会議員等の皆様方の力をお借りして、常日頃、土地家屋調査士が専門的能力の向上に努めて、その培った
能力を最大限生かせるよう、法改正や職域の拡大と社会的地位の向上に努めてまいります。
結びに、世界に大きな打撃を与えている新型コロナウィルスの流行は一時収束の兆しも見えたかのよう
でありましたが、県内でも第七波の「BA・5」への置き換わりが進み、７月20日には1,232人が感染した
とのことです。
会員、補助者ご家族の皆様には猛烈な暑さが続きますが、コロナ感染対策の再点検と徹底等に努めら
れ、体調を崩さないよう健康に留意されますようお願いし挨拶といたします。

会　　長　橋　本　豊　彦
福島県土地家屋調査士政治連盟

第84号 「会報ふくしま」 あいさつ
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暑中お見舞い申し上げます。

厳しい暑さが続く毎日ではありますが、会員の皆様におかれましては、この酷暑に立ち向かい業務に

益々精励されておられる事と拝察申し上げます。

今年は、海外ではロシアによるウクライナへの軍事侵攻、国内においては安部元首相の銃撃による暗殺

と、人の手により人命の収奪が行われる暗澹たる事態が発生しております。失われた多くの命に対して

は、鎮魂を願い、哀悼の意を捧げるより他になす術はありません。

足元の福島県に目を向けますと、東日本大震災の惨禍から11年の月日が経過し、「震災復興」にも一区

切りがつきつつあるのであろうとの感を覚えます。しかしながら、福島県にとっての震災の完全な収束に

は、「原子力発電所の廃炉」と言う、今後何十年もの長き年月を掛けて成し遂げなければならない大きな

障壁が未だ残されていると言う事は、全ての県民共通の認識でありましょう。７月13日に東京地裁で第一

審の判決があった、東京電力の旧経営陣４名に対する損害賠償請求の株主代表訴訟では、被告に対し、13

兆円の巨額な賠償責任が裁判長より断じられました。原発事故が起きた後の検証により、次々に明らかに

された東電側の安全対策の軽視と無策に呆れかえり憤った、当時の記憶と感情がよみがえり、判決に胸の

すく思いをしたのは私だけではないはずです。

公嘱協会が震災後に受託して参りました震災復興関連事業の一つに、環境省より受託している、県内の

放射能物質により汚染された土壌の除染作業により排出した汚染土を貯蔵する、「中間貯蔵施設」の設置

に伴う登記業務がありますが、現在では、国の施設内の用地取得に関する手続きはほぼ終了し、施設の整

備も完了の時期が近づいております。法務局の地図作成作業も、震災後の平成26年より毎年継続して受託

して参りました「震災復興型」と銘打った地図作成作業は、今年度と来年度の入札に付される、いわき市

内での２地区の調達で最後となる予定です。現在進行している令和３年度事業の地図作成作業からは、い

わき市勿来町での震災復興型と福島市内の従来型の地図作成作業が、並行して進められております。

福島県の完全なる震災復興への道程はまだまだこの先も続いて参りますが、われわれが携わる業務にお

いての「震災復興」は、そろそろ終焉を迎えようとしております。東日本大震災は忌むべき災禍であり、

県内各地に甚大なる被害をもたらしました。しかしながら、翻るに公嘱協会が震災後の震災復興事業によ

る収益により、これまで安定的な運営を継続して来れたことも否めない事実ではございます。震災復興事

業が無くなった後、これに代わる基幹となる業務を新たに開拓していく事が、公嘱協会の執行部に課せら

れた使命と肝に銘じ、精進して参る所存であります。

ご あ い さ つ

理 事 長　竹　内　博　幸

公益社団法人
福島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
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私が所属している福島県弁護士会では、弁護士が県内の小中学校に出向いて「いじめ防止」の授業を

行っています。比較的若い世代の弁護士が担当しているのですが、マンパワーの不足から、私のような年

寄りも講義に出向いています。

その講義では、まず、日本国憲法で保障されている基本的人権、とりわけ幸福追求権について説明し、

その上で、いじめは基本的人権を侵害するものだという話をしています。

そして、子どもたちには、以下のような説明もしています。基本的人権を尊重するということは、要す

るに、自分がされて嫌なことは他の人にもしないということです。そして、自分は何をされたら嫌かとい

うことは、実際にそれをされなくても、想像して分かるようにしなければなりません。そして、想像して

分かるようにする、想像力をゆたかにするためには、沢山、本を読むことが重要です。このような説明を

しています。

ところで、基本的人権尊重の話に大上段に結びつけなくても、社会生活をしている以上、自分がされて

嫌なことは他の人にもしないということは、子どもだけでなく、誰にでも当てはまります。

交差点で自車が左折しようとしているところを、牛歩のように１人ゆっくり横断歩道を渡られると、多

少、イラッとすることもなくはなく、また、自車を路外から道路に左折で入ろうとして待機していると、

前が詰まっているにもかかわらず、あえて、自車を割り込ませまいとするかのように車間を詰める人もい

て、大分、イラッとします。

私は、横断歩道は小走りで渡るようにしていますし、路外から道路に入ってこようとして待機している

車を見かければ、どうぞお入り下さいと手振りで自車の前に誘導しています。さらには、対向車線に右折

待ちで停車している車がいれば、自車の進行方向の流れを妨げない限り、一時停車して、その車が右折で

きるようにしています。もちろん、ホールアウトしたグリーンから、スコアを記入しながら、のらりくら

りと次のホールに向かうようなことも絶対にしません。非常に暑い日のプレーでも小走りか早足で次の

ホールに向かっています。

ほんの少しのことでも、自分がされて嫌なことを他の人にはしないということを心がけていけば、１年

後、２年後…の世界は今よりも良い方向に変わっていくのではないか、ひいては戦争や内乱も起きないの

ではないかなどと夢想しています。

大層なことはできないし、しようと思っても、いずれ、ひずみが出てきます。これからも、ほんの少し

のことについて、自分がされて嫌なことは他の人にはしないということを心がけていきたいものです。

ほんの少しの心がけ

顧問弁護士　吉　津　健　三

7

会報ふくしま No.84



日本土地家屋調査士会連合会第79回定時総会出席報告�
日調連総会に参加して

副会長　黒　森　陽　一

日　時

　令和４年６月21日㈫、22日㈬

場　所

　東京都「東京ドームホテル地下１階　天空」

出席者

　会　長：小野寺正教

　代議員：副会長　土井將照、黒森陽一

　日本土地家屋長足会連合会第79回定時総会に出

席いたしましたので報告いたします。

　開会の言葉、岡田会長の挨拶に続き、法務大臣

表彰状授与が行われました。続いて連合会長表彰

状授与・感謝状贈呈があり、来賓祝辞、来賓紹介

と進み議長選出、議事録署名人指名、会務報告後、

議事に入りました。

議　事

第１号議案　（イ）令和３年度一般会計収入支出決

算報告承認の件

（ロ）令和３年度特別会計収入支出決

算報告承認の件

第２号議案　第77回定時総会及び第78回定時総会

の承認の件

第３号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則の

一部改正（案）（総会開催方法関係）

審議の件

第４号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則の

一部改正（案）（会費関係）審議の件

第５号議案　日本土地家屋調査士会連合会役員等

選任規則の一部改正（案）審議の件

第６号議案　日本土地家屋調査士会連合会総会議

事運営規則の一部改正（案）審議の件

第７号議案　令和４年度事業計画（案）審議の件

第８号議案　（イ）令和４年度一般会計収入支出予

算（案）審議の件

（ロ）令和４年度特別会計収入支出予

算（案）審議の件

　以上の順序で議事が進行され、初日が第６号

議案まで、二日目にすべての議案が承認可決さ

れました。

　第37回写真コンクールでは、事務局職員の渡辺

聡子さんが＜自由部門＞“銅賞”、その他、佐藤聡

之助会員、会員家族の大関珠恵さんが入選されま

した。

　今回の総会は、新型コロナウイルス感染症の拡

大予防の観点から、オブザーバーの参加はなく、

最小限の出席での総会となりました。

　全体での懇親会は中止となりましたが、コロナ

の感染者数も少なかったため、東北各会の有志に

よる少人数の情報交換会に参加してきました。当

日は、非常に暑く、会長は体調不良のため、ホテ

ルでお留守番。３週間後の東北ブロック協議会に

向けた有意義な情報交換会になったと確信しまし

た。このようなご時世の情報交換会には、賛否両

論あるかと思いますが、心おきなく情報交換会を

開催できる日が一日も早く訪れることを願い、報

告とさせていただきます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

会　  務　  報　  告

総会のようす

【銅　賞】

8

会報ふくしま No.84



日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議会 

第67回定時総会出席報告

社会事業部長　加　藤　大次郎

日　時

　令和４年７月８日㈮

場　所

　青森県青森市本町「ホテルアップルパレス青森」

出席者

　会　　長　小野寺正教

　副 会 長　土井將照、齋藤忠次、黒森陽一

　総務部長　細野智弘

　研修部長　田原浩之

　社会事業部長　加藤大次郎

　日本土地家屋調査士会連合会東北ブロック協議

会第67回定時総会に出席いたしましたので報告い

たします。

　開会の辞、三戸協議会会長の挨拶に続き、議長

選出、議事録署名人が選任され、会務報告後、議

事に入りました。

議　事

第１号議案　令和３年度収支決算報告承認の件

第２号議案　令和４年度事業計画（案）審議の件

第３号議案　令和４年度収支予算（案）審議の件

第４号議案　次期総会開催担当会決定承認の件

第５号議案　役員任期満了（監事）に伴う選任の件

　以上の順序で議事が進行され、すべての議案

が承認可決されました。

　続いて式典が開催され、仙台法務局（管区）局

長表彰に菊池章吾会員、鵜川幸一郎会員、佐藤聡

之助会員、舟山幸雄会員が受賞されました。

　また、東北ブロック土地家屋調査士会協議会会

長表彰には、小林正行会員、渡部和歩会員、矢部

正美会員、廣畠英憲会員、矢吹勝彦会員、小島幸

二会員が受賞されました。

　受賞されました会員の皆様、おめでとうござい

ます。

　その後、全体での懇親会となりました。コロナ

の影響で、有志による少人数の懇親会はありまし

たが、私自身久しぶりの全体懇親会です。東北ブ

ロックの様々な会の役員の中には、青年調査士会

から仲良くさせていただいていた方も多く、懐か

しい思い出話に花が咲きました。会場全体がとて

も盛り上がっていたところに追い打ちです。なん

と、みちのくプロレスの選手が登場。そしてプロ

レス観戦。テレビではよく見ていましたが、目の

前でのプロレスは、大迫力で大興奮してしましま

した。久しぶりの全体懇親会でしたが、とても楽

しい時間を過ごせました。準備された方々に感謝

いたします。

　次の日、土井副会長と２人で「三内丸山遺跡」

を訪れ、美味しい海産物に舌鼓を打ち、帰福しま

した。

　以上をもちまして、報告とさせていただきます。

プロレス観戦のようす

みちのくプロレスの方々と
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

テレビCMの放映について

　福島会では、今年度の本会会務の一貫として、昨年同様下記のとおり福島テレビにて福島県土地家屋調

査士会のテレビCMを放映しましたので報告いたします。

テレビCM・ラジオCMの実施について

『福島県土地家屋調査士会テレビCM（残暑見舞いver.）』

放 映 期 間：令和４年８月７日㈰～8月19日㈮　　　放 映 回 数：13回（１日１回）

詳　　　細：

８月７日㈰24時30分～25時25分	 『Love music』内

８月８日㈪11時45分～13時45分	 『ポップUP！』内

８月９日㈫24時25分～25時15分	 『モヤモヤさまぁ～ず２』内

８月10日㈬８時00分～９時50分	 『めざまし８』内

８月11日㈭16時00分～16時40分	 『よじドラ+』内

８月12日㈮21時58分～22時52分	 『人志松本の酒のツマミになる話』内

８月13日㈯６時00分～７時30分	 『めざましどようび』内

８月14日㈰14時00分～14時55分	 『家、ついて行ってイイですか』内

８月15日㈪５時25分～６時10分	 『めざましテレビ第１部』内

８月16日㈫９時50分～11時19分	 『ノンストップ！』内

８月17日㈬16時40分～17時48分	 『テレポートプラス（１部）』内

８月18日㈭９時50分～11時19分	 『ノンストップ！』内

８月19日㈮11時45分～14時45分	 『ポップUP！』内
※上記時間帯に１回ずつ放映されます。時間帯及び番組内容は変更になる場合があります。
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ラジオCMの実施について

　昨年に引き続き、本会広報の一貫として『ふくしまFM』にて福島県土地家屋調査士会のラジオCMを

放送することとなりましたのでお知らせいたします。

　９月以降は新バージョンのCMの追加も予定しておりますので、会員の皆様に置かれましてはぜひお聞

きいただき、ご周知の程をお願い申し上げます。

『福島県土地家屋調査士会ラジオＣＭ（20秒）』

放 送 期 間：令和４年８月１日㈰～令和５年１月31日㈫ の６ヶ月間

　　　　　※偶数月は月・水・金、奇数月は火・木・土の週３回

放　送　局：ふくしまＦＭ

　　　　　　（福島・郡山 81.8MHz、会津 82.8MHz、白河 79.8MHz、いわき・南相馬 78.6MHz）

『全国一斉！不動産表示登記無料相談会の告知番組』

放 送 日 時：７月26日㈫16時36分頃（４分程度）

放　送　局：ふくしまFM『RADIO GROOVE』（16：00～19：00内）

　ラジオCMに先立ち、全国一斉無料相談会の告知ミニコーナーを放送いたしました。7月21日㈭

にふくしまFM本社スタジオにて収録いたしました。

左から：渡部広報部長、ふくしまFM矢野アナ、黒森副会長
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　標記相談会の開催につきましては、「土地家屋調査士の日（７月31日）」に因み、市民に対する社会貢献

事業の一環として、平成22年度より貴局筆界特定室と連携し無料相談会を開催して参りました。

　昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大・防止の観点か

ら、県内６ヶ所の支部事務所にて電話相談受付を行っておりまし

たが、今年度は３年ぶりに会場を設けての開催となりました。

　各支部ご担当者様におかれましては、ご協力いただきありがと

うございました。

　日　時：令和４年７月31日㈰午前10時～午後４時

　場　所：福島テルサ３階「しのぶ」

　　　　　福島県土地家屋調査士会　郡山支部

　　　　　謹教コミュニティセンター　会議室1

　　　　　産業プラザ 人材育成センター　第１教室

　　　　　いわき市文化センター　第一会議室

　　　　　野馬追通り銘醸館　ゆうの風

郡山支部　渡　部　宏　一

　本年５月に第22回福島県土地家屋調査士政治連

盟定時大会が３年ぶりに行われました。議案第４号

において、規約の一部改正が承認され、第２条が「本

連盟は、福島県土地家屋調査士会と連携し、土地

家屋調査士が不動産に関する権利の明確化に寄与

し、国民生活の安定と向上に資するために必要な政

治活動を行うことを目的とする。」と改正されました。

これは昨年度行われた全国土地家屋調査士政治連

盟の定時大会で規約が一部改正されましたが、それ

に伴うものであります。土地家屋調査士会との連携

が前面に押し出されたような形です。

　さて、去る６月８日に土地家屋政治連盟の全国会

長会議が東京都千代田区の都市センターホテルで開

催されました。橋本会長は全調政連の役員を兼ねて

いるため、私が会長代理で出席してきました。

　議題は次のとおりです。

１．講演　品確法

（公共工事の品質確保の促進に関する法律）

勉強会～土地家屋調査士業務の品質重視と競

争のあり方（仮題）～

（ア）講　師　根本匠衆議院議員

（イ）自由民主党

土地家屋調査士制度改革推進議員連

盟会長

（ウ）自由民主党

公共工事品質確保に関する議員連盟

全国一斉不動産表示登記無料相談会について

支　部　だ　よ　り

全国会長会議への出席報告
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２．会員増強プロジェクトについて

３．参議院選挙の対応について

４．議員会館訪問について

　会議の冒頭「抗原+中和抗体一体型検査ペン」

による検査を実施して、参加者全員の陰性を確認

して会議が始まりました。

　講演内容は、公共工事品確法制定（平成17年）か

ら始まり、現在までの経緯、そして工事価格等につ

いてでした。質問では適正価格についてのことが多

く、公嘱業務での各自治体との価格設定に苦慮され

ていると感じました。なお、根本匠先生にあっては、

かなり知名度が高いことが、各政連会長の講演を聞

く姿勢、私のネームプレートに書いてある福島の２文

字に対する反応からも見て取ることができました。

　次に会員増強プロジェクトについて説明があり、会

員約9000名と未加入者約7000名に対して、アピール

の方法等について、意見が交わされました。

　最後に、参議院選挙の対応と議員会館の訪問に

ついての説明があり、議事は終了しました。

　翌日は、議員会館へ橋本会長に同行し、会館建物

に圧倒されつつ自民党議員へ表敬訪問を行いました。

　この会長会議の中での、会員増強プロジェクトに

ついてですが、ある県の会長からは、「本会と政治

連盟の溝が大きすぎる。全くの別組織とみられてい

る。全調政連からの直接アピールが望ましい。」

　また、ある県の会長からは、「連合会との連携力を

もっともっと出すべき。」等の意見が出されました。

　この時に、５月の定時大会での規約第２条の改

正の件が頭に浮かび、改めて理解したような気が

しました。

　会員の皆様には、政治連盟の役割、行動をうま

く伝えられるよう、橋本会長のもと本会としっか

りと連携し、活動していきますのでご理解ご協力

の程よろしくお願いたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

郡山支部　小　泉　　　亨

　少し私事についてお付き合いください。

　年配のこの年頃になって始めたものがある。

ロードバイクです。

　若いころは大型バイクには乗っていたものの自

転車にはこれっぽっちも乗ってみたいとも思いま

せんでした。ところが、年とともに乗ってみたく

なったんでしょうね、急に。とはいってもレース

の類に出るのではなく、ただひたすらマイペース

でペダルを漕ぐほうです。

　年に何回かはロングライドのイベントにエントリーす

るのが楽しみになってます。何十キロもこんな距離を

走るの？と思うかもしれませんが、これが周りに同志が

一緒に漕いでいると、ふしぎにいけるんですね。それ

でも走行距離50ｋｍから60ｋｍくらいが体力的にいいと

ころですかね。このロングライドのもうひとつの楽しみ

は10から15キロ地点にある、エイドステーションなる

休憩所（補給所）、イベントではかなりの人数のボラン

ティアの方々がおもてなしをしてくれます。その地域の

特産のものであったりおいしいものが沢山振舞われま

す。なかでもロングライド那須に参加した時のうなぎ

お握り、疲れている体にとてもおいしかったですね。

　コロナで大会が自粛しているなか、いままでの

普通の日常が早く戻ってきてほしいです。頭を

空っぽにしてストレス発散にはのんびり気晴らし

のロングライド。

私のストレス発散
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

白河支部　坂　本　洋　一

　中学校の数学で学習する空間図形の話ではない。

　昨年から白河簡易裁判所の民事調停委員を務め

ているのだが、他の調停委員の先生方に名刺を渡

す時にしばしば怪訝な顔をされる。須賀川に事務

所があるのに、なぜ郡山ではなく白河の裁判所と

関わっているのかというのである。土地家屋調査

士会白河支部は、福島地方法務局郡山支局の管轄

区域内に事務所を置く会員と白河支局の管轄区域

内に事務所を置く会員から構成される。前者の会

員は日常の登記申請を郡山支局に行なっていなが

ら支部活動は白河で行なうというねじれの位置に

あり、この辺りの事情を白河の調停委員の先生方

に理解してもらうのがなかなか困難なのである。

　須賀川と白河が共通の文化圏に属するという発

想自体が幻想なのかもしれない。例えば、中学校

の卒業生が進学先として選ぶ高校を比較してみよ

う。須賀川の場合、かなりの生徒が郡山市内の高

校に進学する。進学校と言えば安積高校か安積黎

明高校を指す。将来大学進学を目指す中学生は、

この両校に照準を合わせて受験勉強をする。しか

しながら、経済活動、あるいは社会活動上の人脈

では、安積高校の卒業生はどうしても地元の中堅

校である須賀川高校や須賀川桐陽高校の卒業生の

後塵を拝する事になりやすい。安積高校は「郡山

の東大」かもしれないが、須賀川ではさほど影響

力はないのが実情である。数年前の須賀川市議会

議員選挙で、須賀川一中と安積高校の同級生だっ

たＳ君が初出馬し、まさかの落選をした。「あいつ

は須高ではなく、安高を出ているから反感を買っ

て票が集まらないんだよ」と言った知人がいたが、

もし彼が郡山市議会議員選挙に出馬していたら、

少なくとも落選はあり得なかったのではないだろ

うか。明治期に鉄道のハブとしての地位を郡山に

奪われるという「失態」がなければ福島県の中心

都市は須賀川だったはずだというノスタルジアを

語る人が未だにいるが、郡山文化圏の一部であり

ながらその事実を認めたがらない人が長期的に見

て市の発展を妨げてきた可能性は今になってみれ

ば否定できないだろう。

　白河の調停委員の先生方は圧倒的に白河高校の

卒業生が多いらしい。白河の中学校の卒業生に

とって、進学校と言えば白河高校を指すらしい。

同時に、白河高校は地元密着型中堅校としての役

割も兼ねているらしい。「らしい」と表記するの

は、須賀川の人間にとって白河の人々の教育事情

や社会活動上の心情はあまり良く分からないから

である。単一の高校が進学校と中堅校を兼ねると

いう発想自体、なかなか想像が付かないのである。

　いずれにしても、2022年現在、郡山、福島、い

わきと比べれば須賀川も白河も遥かに規模は小さ

く、単独で県内のハブになれるような都市ではな

い。３つの中核都市と肩を並べるには、好むと好

まざるとに関わらず、協力を余儀なくされる。土

地家屋調査士会白河支部のかつてのダイナミクス

は、互いに未知な２つの文化圏、更には15個以上

の自治体に遍在する調査士の拮抗と協働の中に

あったのかもしれない。しかしここ数年、白河支

部の会員は激減している。会員数が減少すれば支

部活動はやがて困難になる。白河支部がいつまで

存続できるのかは分からないが、再編し、新たな

方向へ向かう事を検討する時期に入っているのは

間違いなさそうである。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ねじれの位置
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相双支部　加　藤　修　吾

　今年早くも夏の季節になり、現場に赴く腰が重

くなっている今日この頃ですが、このような何気

ない生活はある意味幸せなのだと感じます。

　2011年３月11日の震災から11年と４か月経過し

ましたが、近年相馬においては災害、地震が頻発

している状態です。2019年10月には台風19号によ

り法務局相馬支局はじめ相馬市内の一部で床上浸

水、断水になりました。幸い私の自宅においては

断水のみでしたが、浸水した家や商店街の方達は

家の片付けや商品の処分・清掃、道路等の泥かき

に追われる日々を送っていました。しかし落ち着

きを取り戻そうとした２週間後にまた豪雨被害で

ほぼ同地区で床上浸水の被災がありました。

　地震も2021年２月13日の震度６強、2022年３月

16日震度６強と２年連続で来ています。2011年の

震災の時もそうでしたが、被災した後に普段の災

害の備えが大事だとわかってはいるものの時間の

経過とともに薄れていくもので、2021年の地震後

に23時ころだったと思いますが被害状況を確認す

るため懐中電灯を探しに行こうと思ったら、どこ

に保管したか思い出せない状況に陥りました。ス

マートフォンのバッテリーもないし、停電で充電

もできない。モバイルバッテリーもどこにあるの

か・・・改めて準備不足を痛感し反省しました。そ

の後建物被害、道路の陥没、断水、停電という状

況下で救援物資や市職員や災害派遣で来てくれて

いる方々の対応などに助けられ現在に至ります。

　自然の力にはいつも無力だと思い知らされます

が、それでも復興を遂げようとする周りのパワー

も同時に感じられ励まされながら日々生活をして

います。これからまたどのような災害が待ち受け

ているかわかりませんが、必要最低限の備えを忘

れずに普段の生活を楽しめられればと思います。

福島支部　関　口　洋　平

　福島支部の関口洋平と申します。いつ入会した

のか忘れ調査士会員名簿で入会年を確認。気がつ

かぬうちに５年ばかり過ぎていました。30代にも

なると時間の経過は早く感じます。それほど変化

のない毎日でコロナの影響もあって友人にも会う

ことも少なくなっていました。そんな日々を一転

させたのは娘の誕生でした。生まれたのはもう２

年前になるのですが、その頃はコロナが騒がれだ

したころだったため夫でも産婦人科の建物内に入

ることは許されず、当然立会いも出来ず、その後

退院するまでの数日間、首を長くして待っていた

ことをよく覚えています。

　それからは生活ががらりと変わり、ほぼ強制的

に規則正しい生活を強いられ、休みの日も子供の

朝食のために目覚ましで起床。お昼近くまで寝る

なんてことはもうずっとしていません。生活全て

の基準が「赤ちゃん」になりました。何を食う？

どこへ行く？などを決める基準は娘が何なら食べ

られるか、どこなら娘が楽しめるか＋密にならな

いかで決まります。買い物でもついついアンパン

マンに手が伸びてしまいます。自分の服や靴なん

てあまり買わなくなりました。まあ平日作業着で

すし週末家にいるときなんてジャージ着ています

から。こうやっておじさんになるのでしょう。

震災後の心持ち

随　　　　　　　筆

家族が増えて
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　さて、驚かされるのはこの頃の子供の成長。少

し前まで地べたを這いつくばっていたと思ったら

今や家じゅうを駆け回ったりしゃべったり。この

くらいの歳の子供はひと月もあればものすごい成

長をみせてくれます。その進歩は見ていて楽しい

ですね。自分自身はここ数年何か成長したものが

あっただろうか？体力は間違いなく落ちました。

そこに追い打ちをかける娘のイヤイヤ期。誰しも

が通る道なのでしょうか。来てと言ったら来な

い。止めてと言っても止めない。高い所に登る。

仕事が終わって帰宅してからの方が体力消耗して

いるかもしれません。最近は寝かしつけようとし

て自分も朝まで寝てしまうことも・・・。せめて自

分でごはんを食べられるようになればだいぶ楽に

なるのかなぁなど思いながらもオヤジの相手をし

てくれるこの短い時期を満喫し、疲れながらも活

力となってくれる娘のために仕事を頑張りたいと

思います。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

会津支部　佐　藤　一　男

　公法上の境界（以下、「筆界」という。）と私法

上の境界（以下、「所有権界」という。）を使い分

けなければならない我国の境界事情について、そ

ろそろ「境界は１つ」という法制度づくりに取り

組むべきではないのか。

　その所以は、筆界といわゆる所有権界の垣根の

混同矛盾が、特に地図作成遂行にあたって強く感

じられるためである。特に、旧公図地区における

筆界探索には公図筆界と齟齬する現況境界が出現

しており、どうみても私人間同士で決めた所有権

界が立ちはだかる。つまり、筆界と所有権界の、

いわゆる境界論争にも限界が来ている気がする。

　基本的に筆界と所有権界は、争いがない次元で

は一致する。しかも、この２つの境界は全く別な

代物で、理論上はそれなりの体系的考察論で武装

され、互いに交戦状態の体を為しているものの、

因果的には切っても切れない必要不可欠な間柄と

いえる。つまり、筆界がなければ、所有権を争う

範囲が特定できず、提示できない場合など。

　戦後憲法において、所有権界は憲法第29条の申

し子的存在で、誕生した、ともいえる。「財産権は

これを侵してはならない」の一条文が、所有権を

神格化したともいえる。ただし、明治憲法の第27

条にも同様な記述があり、所有権が国民統合の権

利であることを謳い、我国は太古の昔から国民主

体であったことが伺える。実に良い国である。

　そこで、筆界と所有権界を合体させるには、「境

界法」の制定が急務となる。つまり、境界の指針、

拠り所的存在の法典化が求められる。実は、境界

法については明治民法制定にあたり、フランスの

法学者ボアソナードが起草したいわゆるボアソ

ナード民法には存在していた。当初、明治政府は

フランス法の体系採用を目論んでいたが論争論議

が勃発し、最終的にはドイツ民法採用に傾倒、明

治31年に公布された。しかし、境界法の起草を成

し遂げたボアソナードの偉業は、賛否両論がある

ものの、少なくとも我国の民法典起草には多大な

る影響があったことは事実である。法政大学の前

身である東京法学校の講師、教頭を歴任し、法大

の基礎を築いたため、法大創業の祖とされ、現在

の市ケ谷キャンパスのシンボルである地上27階建

ての校舎をボアソナード・タワーと称するのも納

得がいく。

　もし、ボアソナードが起草した境界法が民法の

条文にあったなら、筆界と所有権界が消滅し、“境

界”のみの法体系、登記制度の運用となった、と

想像する。恐らく公法上の筆界を争う筆界確定訴

訟、所有権の及ぶ範囲を争う境界確認訴訟などの

線引きがなくなり、いわゆる「境界訴訟」一本で

境界について
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事が足りることになったであろう。特に境界確認

訴訟のややこしいところは、筆界と所有権界は違

うという立場から開始するため、ともすると筆界

確定訴訟と境界確認訴訟を別個同時に提起する必

要があり、今でも混沌とした裁判が実情である。

しかも、筆界に係る訴訟は非訟事件であり、所有

権界に係る訴訟は弁論主義事件として、相容れな

い。また、筆界は物理的及び客観的事実関係の立

証を旨としており、いわゆる弁論主義は通じな

い。筆界特定制度が確立する前までは、実に調査

士の諸先輩たちが境界鑑定士制度を独自に立ち上

げ、勉強会を催すなど、裁判官の拠り所とする境

界法がない隙間を埋める試みには今更ながら敬意

を称したい。

　ところで、最近の筆界確定訴訟では裁判官の独

自の調査や判断、また筆界特定による登記官の判

断を求め、これらを総合して裁判官の独断裁定を

するという非訟事件の性格が一掃され、原告、被

告の答弁を基礎とする弁論主義に偏る傾向がみら

れるようだ。そのせいか、筆界特定制度による調

査考察資料が棄却される事件例も増加傾向にあ

る、とされている。

　こうなると筆界を旨とする我々調査士の業務の

総体とされる筆界特定制度そのものにケチをつけ

られている気がするのは筆者だけであろうか。い

ささか疑義を隠し切れない。

　筆界確定訴訟における裁判官の筆界の決定に係

る判断基準については、色々調べたところ「大審

院第二民事部判決昭和11.３.10大審民集15巻９号

695項」に、極めて明快な答えがあった、と感じた

ところである。最も調査士の先生なら、ご存じの

方が多いと思うが、筆者の勉強不足もあり、あえ

て当該判例を挙げてみた。

　「土地境界確定の訴においては、裁判所は、当事

者の申立に拘束されずに、裁判所が相当と判断す

るところに従って境界を確定すべきであるとされ

ているが、これはもちろん、境界の確定が、裁判

所の自由裁量に任されていることを意味するもの

ではない。すなわち、裁判所は、まずできるだけ

客観的に存在している境界線を発見するよう努力

しなければならないのはもちろんであり、その不

明な場合に、いかにして境界線を定むべきかにつ

いては、法律は具体的にはなにも規定していると

ころはないが、古くから、裁判所の取扱と外国の

立法例などによれば、係争地域の占有の状況、隣

接両地の公簿面積と実測面積との関係を主にし、

このほか公図その他の地図、境界木又は境界石、

場合によっては林相、地形等を証拠によって確定

し、それらの各事実を総合して判断するを要する

とされているし、このことは条理に合したものと

解せられる。殊に、境界線を確定することは直接

に隣接地の所有土地の範囲を確定するものではな

いが、多くの場合それに対し重大な影響をもつも

のであるから、隣接地の実測面積と公簿上の坪数

の関係は、それがなくとも境界線が明らかに定め

られるような特別な場合を除いては、必ずこれを

確定して、双方の関係を参酌して定むべきであ

る。このことは、わが国でも裁判実務上相当古く

から現在まで行われている実務上の慣行とも言え

る裁判所の取扱であることは、当裁判所に顕著な

ところである。もしこれらの証拠資料によっても

境界を知ることができないときには、衡平の原則

から争いのある地域を平分して境界を定めるなど

しなければならない」

　つまり、非訟事件の筆界確定訴訟といえども①

裁判官が勝手に筆界を定める権限を与えたわけで

はない②まずできるだけ客観的に存在している筆

界線を発見せよ③外国の立法例をも参考に占有関
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係、現況地形、面積比較、境界地物などなどの物

理的状況及び客観的事実証拠などをもって総合判

断せよ④それでも筆界を定めることができない場

合は衡平の原則をもって、平等に境界線を定めよ、

としている。実に興味深い。

　我々調査士が日々の筆界業務においても、この

判例は手本となる筆界探索の方向性を示してお

り、地図作成作業における拠り所として活用する

ことに決意を新たにした。

　特に大審院が示す衡平の原則に魅力を感じる。

公平ではなく衡平という点である。何でもかんで

も公平、公平という世の風潮だが、衡平とは実に

古風で、哲学的である。筆界の決定に面積の増減

が相隣地に及んでも、所有権的な面積の増減を旨

とする所有権界とは異なる次元の筆界であると勝

手に決めて、当該面積の増減を一方的に無視した

対応をしてきた、と強く反省している。これは筆

界と所有権を基本とする所有権界が、例え争いが

なくても全く別物という扱いを知らず知らずにし

てきた筆者だけに、衡平の原則には心が痛む。要

するに、人の立場や状況はそれぞれ違う様に土地

の境界事情もそれぞれであり、それらを考慮した

境界探索に傾注する必要があるとされる。

　また、大審院判例は我が国には境界法がない故

に、境界線を定める指針がないことを指摘し、つ

まり裁判官が判定の拠り所とする境界法が存在し

ないので、ならば外国の立法例を手本にすること

もあたわず、と裁定している。この立法例とは、

ドイツ民法920条を指すとされる。この条文も列

挙する。（注：著作者＝国士舘大学法学部教授・法

務省民事局調査員　藤巻　梓＝民法・不動産登記

法部会参考資料から抜粋。）

ドイツ民法920条（境界の確定）

　①　境界線が不明確である場合において、正し

い境界線を突き止めることができないとき

は、境界線は占有状態を基準としてこれを画

定する。占有状態を画定することができない

ときは、争いがある地所を各土地に等しい大

きさで割り当てるものとする。

　②　上記の方法によって確定される境界線が、

明らかな事情、特に土地の確定面積に反する

結果を生じさせるときは、境界線は、当該事

情を斟酌した上で、公平（衡平）に適うよう

にこれを画定しなければならない

　恐らく、大審院は当該920条については、境界線

が不明な場合の探索方法の指針として活用する旨

を指摘したわけだが、ドイツ連邦共和国内での法

的運用となると、かなり複雑のようだ。

　当該920条の趣旨は、境界線をめぐる紛争におい

て、当然、当事者は所有権の確認の訴え等を提起

することができる。この場合、まず当事者のいず

れも、正当な境界線を提示し、かつ自己所有権の

範囲を立証することが要件事実となっている。そ

れでも埒が明かない場合は、920条に基づく境界確

定請求権の行使を裁判所に提起できるようだ。

が、問題は、当事者のいずれも正しい境界を突き

止めることができないという条件下でなければ受

理されない点である。ただし、当該土地が登記さ

れている場合は、さらに複雑である。ドイツ民法

891条に規定する登記の公信力が立ちはだかり、こ

こで規定する“推定”の排除がなされない場合は、

境界確定請求権の行使を裁判所に訴えることがで

きないようだ。極端な話、何でもかんでも裁判所

に訴えることができる我国の事情とは違う、と言

わざるを得ない。891条も列挙する。

ドイツ民法891条（登記の公信力）
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　①　土地登記簿に権利を登記されている者は、

その権利を有するものと推定する。

　②　土地登記簿に登記されていた権利が抹消さ

れたときは、その権利は存在しないものと推

定する。

　ドイツでは、登記に公信の原則を適用してい

る。フランスは、登記に対抗要件主義を採用して

いる。我国は、ボアソナード卿の偉大なる影響が

あり、この点フランス法を継受している、と言え

よう。したがって、ドイツでは民法891条の登記さ

れた土地の所有者が唯一の所有権者であって、そ

れ以上もそれ以下もなく、我国のような所有者及

び所有権登記名義人という登記の曖昧さは存在し

ない。しかも、所有権者の推定排除を満たす要件

自体、不可能に近く、とどのつまりは登記したら、

錯誤を原因とする一切の変更は認められない、と

いう厳格性がここにある。もともとドイツでは登

記された土地については連邦16州ごとにある地籍

局が境界線を調査・測量して示すことになってお

り、これを覆すハードルも高い。また、ドイツの

土地登記簿上の土地の筆界と所有権界は一致して

おり、我国のような“筆界”と“所有権界”とい

う法的区別はなく、単に「境界」が土地の境であ

る。

　我国の登記制度は、明治32年の「不動産登記法」

の制定を機に、概ね100年以上にわたって運用され

てきた。確かに、今更の境界法の制定をもって、

筆界と所有権界の融合を図るのは無理があろう。

しかるに、現行の不動産登記法に、登記の「公信

の原則」付与が妥当と解される。もともと、明治

民法はボアソナード卿のフランス民法の採用か

ら、ドイツ民法に切り替えた経緯があり、登記制

度もドイツ民法の影響をかなり受けているため、

登記の公信の原則移行に舵を切ることは、利権が

らみがない限り、さほどの問題はないと解され

る。特に、筆界特定制度も、名実ともに境界特定

制度として、境界一本の特定を旨とすることがで

きよう。

　登記の公信力ともなれば境界業務の厳密性も拡

大する以上、我々調査士の心構えと、今後の立ち

位置が焦点となろう。ドイツやフランスでみられ

る測量鑑定士制度など、より高度な職業資格の要

求もさることながら、調査士会自体も国家業務を

担える組織体への変貌が急務となろう。これまで

の表示に関する登記は調査士、所有権に関する登

記は司法書士、所有権に関する境界の争いは弁護

士、という具合に職業的利権争いとまではいかな

いが、錯誤を基調とする奇妙さ量が多い法体系の

下で胡坐をかいていた資格者制度の終焉を頭に入

れて、これからは国家国民の利益を第一義に、国

土の安全保障も凌駕する調査士制度の構築に尽力

する時代、と感じる。

　特に、国土安全保障に係る境界問題について、

尖閣諸島に見られる領土境界の現状に、いささか

危機感を覚える。沖縄県石垣市に所在する八重山

日報の令和３年８月24日付記事によると、石垣市

の中山市長は市の行政区域である尖閣諸島に設置

する字名入りの標柱を設置するため、国に設置の

ための上陸を申請した。が、同年９月３日付で総

務省は不許可の返答をした。既に1969年に、魚釣

島、南小島、北小島、久場島、大正島に標柱を設

置済みで、今回、標柱の経年劣化による回収処置

に伴い、行政手続きによる新字名の「能登城尖閣」

と地番が付されたのを機に、交換設置が目的。地

方の行政機関として法的にも適う当然の処置だ

が、行政区域の境界を守備するのは地方公共団体

に与えられた使命であり、国がとやかく言うのも

おかしい。「もしかしたら尖閣諸島は、既に売却済

みか？」と疑いたくもなる。

　次に、信頼できる情報筋によると、山間部地帯
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の国土調査にドローンを使って地籍測量を実施

し、いわゆる筆界を特定、そのまま法務省の地図

認証を得るという方向性が検討されている、とい

う。ところで、地図は厳正な登記法上の権利の客

体としても位置付けられる。それなのにAIを駆使

したドローン装着の３Dセンサーカメラをもって

筆界を特定するなど、まさに財産権と土地家屋調

査士制度に対する挑戦である。つまり、山林など

価値がないので、数メータの位置誤差など境界の

特定に問題なしという測量的発想がまかり通るこ

とになる。占有状態の吟味、衡平の原則を旨とし

て画定する境界の法的判断を無視する所業は、到

底容認できない。

　これらの事実関係は他人ごとではない。境界を

守るため、登記の公信の原則付与は直近の課題で

ある。何よりも正義と衡平を基調とする筆界（境

界）特定の意義を、もう一度見直す時ではなかろ

うか。

　令和４年４月に入会いたしまし

た、いわき支部の和田賢治と申し

ます。

　前職は北茨城市役所に本年３月まで12年間務め

ておりました。その間、固定資産税や地籍調査事

業に従事し土地家屋調査士の方々と接するうち

に、その専門性や高い公共性に強い憧れを抱きま

した。自分も調査士になるという決意のもと令和

元年度試験に合格できました。そして、いわき支

部の先輩方々の温かくも心強いサポートや助言を

いただき、補助者経験なく開業した次第です。こ

の場を借りて厚く御礼申し上げます。

　４月からは勿来地区の地図作成業務や、わずか

ではありますが自分の案件を行うなど、充実した

日々を送れております。これからも自己研鑽を怠

ることなく、人に社会に必要とされる調査士にな

れるよう励んでまいりますので、皆様何とぞよろ

しくお願い申し上げます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　５月２日付けで入会いたしまし

た福島支部の酒井浩樹と申しま

す。前職は県職員であり、実務経

験がない中でとは思いましたが、土地家屋調査士

の業務に魅力を感じ、新たな道を進むことを決意

いたしました。現在は支部を始め他地区の諸先輩

方と交流しながら、調査士のいろはや業務の進め

方等々勉強させていただいています。ちなみに大

学では、ボート部（体育会）で４年間過ごし、３

年時にはロサンゼルスオリンピックの日本代表を

決める最終選考レースに出場しました。結果は３

位であり、オリンピックには行けませんでし

た・・・（因みに私は舵手で、ボートの舵を取った

り漕手に指示を出したりする役割です。）

　新しいことにチャレンジしたいというのは性格

的なものもあるかもしれませんが、やるからには

全力を尽くすというのが私のモットーです。諸先

輩を見習いながら、１日も早く社会でお役に立て

るような調査士を目指して頑張ってまいりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

新 人 調 査 士 紹 介

いわき支部　和　田　賢　治
　（わだ　けんじ）

福島支部　酒　井　浩　樹
（さかい　ひろき）
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　平成30年度の試験に合格し、令

和４年４月１日付、郡山市にて登

録させて頂いた内海吉政と申しま

す。今までは住宅メーカーの営業を行っておりま

したが、より専門性の高い仕事に興味を持ち、増

子國一先生の下で１年間補助者として勉強させて

頂きました。実務を行う上では、まだまだ知識、

経験不足ではありますが、一つ一つ誠実な仕事を

行い、信頼される土地家屋調査士になる様、頑張っ

てまいります。何卒、ご指導ご鞭撻の程、宜しく

お願い申し上げます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

　令和２年11月に福島支部に入会

しました阿部雅之と申します。試

験には平成30年に合格し約２年

間、五十嵐洋介先生の元で補助者として勉強させ

て頂いておりましたが、まだまだ経験不足であり

日々四苦八苦しているところでございます。先輩

方からのご指導を頂きながら自己研鑽に励み調査

士として成長していきたいと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

「まぁ、一回家に来たらいいよ。」

　そんな風に言ってもらい８月下

旬の暑い日に土井先生のご自宅へ

挨拶に伺った。

　お昼ご飯を準備していただいたものの、緊張し

て何を食べたか覚えていないが、汗をダラダラか

きながらお味噌汁を飲んだことはよく覚えている。

　ご飯をいただいてから調査士見習いとして雇っ

てもらいたい自分の気持ちを伝えると、ニコッと

微笑みながら

「いいですよ。」

との返答をいただき、私の調査士としての人生が

スタートした。

　あれから４年が経ち、こうして独立開業するこ

とができたものの、まだまだ合格点はもらえてい

ない。いつかは師匠に成長した姿を見せられるよ

う、先輩方の背中を追いかけながら日々の業務と

勉強を続けていきたいと思っていますので、たく

さん面倒見ていただけると嬉しく思います。

11月９日㈬　令和４年度第２回業務研修会

郡山ユラックス熱海大会議室

○入　　会○

令和４年

３月１日　1514　菊田　圭輔（郡山支部）

４月１日　1515　和田　賢治（いわき支部）

４月１日　1516　内海　吉政（郡山支部）

５月２日　1517　酒井　浩樹（福島支部）

●退　　会●

令和４年

１月27日　長澤　　正（いわき支部）

３月25日　阿部　　傳（福島支部）

３月28日　田原　勝成（福島支部）

３月31日　大森　貞彦（会津支部）

４月30日　齋藤　　洋（郡山支部）

郡山支部　内　海　吉　政
（うつみ　よしまさ）

福島支部　阿　部　雅　之
（あべ　まさゆき）

郡山支部　菊　田　圭　輔
（きくた　けいすけ）

Information

今後の予定

会 員 異 動
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　この編集後記もあと２回ですが、毎回、事務局

にせかされて書いている渡部です。

　今年の４月、娘が上京しました。車に荷物を詰

め込んで、新居まで送ってきました。田舎もんな

ので、首都高速道路が混雑するだろうと、自宅を

夜中の３時ころに出発しました。道中、なんのト

ラブルもなく、順調に進み、朝の８時ころには、

新居の近くまで行くことができました。

　荷物を運び入れ、足りないものを近所で購入し、

３時ころにはある程度片付いたので、そろそろ帰

ろうかと。一般的に、この場面になるとお互いに

泣いて、「がんばれよ」となるのですが、当職、こ

こでまったく悲しくなることもなく、娘もこれか

らの新生活でわくわくなので泣くこともなく、笑

顔で別れてきました。

　この話をすると、みなさん「なんで？」と当然

に聞いてきます。

　土地家屋調査士として、独立後、子供の保育所、

学童もお迎えから夕飯のことやら、家のこと。会

社員の父親にはあまり体験できないことをし、子

供との時間をたくさん過ごせたからなのかと思っ

ております。

　あとは、高校受験を迎える息子がおりますので、

この子が地元を離れるときに泣くことができるの

か、楽しみながら子育てをしていきたいと思いま

す。

� 広報部長　渡部　宏（会津支部）

＊編 集 後 記＊

【FMふくしまでのCM収録風景】
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